
様式第１号 

 

　久御山町建設工事等の入札及び見積り公表に関する要綱（平成８年久御山町告

示第 52 号）第３条第１項の規定に基づき、次のとおり簡易公募型指名競争入札

の実施を公表する。なお、この工事は京都府電子入札システム（以下「電子入札

システム」という。）による電子入札案件であり、原則として電子入札システム

によって、入札参加の資格確認申請及び入札を行う対象工事である。 

 

　令和８年６月 12 日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久御山町長　信 貴 康 孝 

 

１　入札に付する事項 

（1）工 事 番 号　  新市－工 08－02 

（2）工 事 名　　田井・市田線道路改良工事（その２） 

（3）工 事 場 所　　久御山町市田新珠城　地内 

（4）工 事 概 要 

・土工   一式 

・排水構造物工  L 型街渠 L=51m 

    自由勾配側溝 L=46m 

    街渠桝  N=８基 

集水桝  N=９基 

・縁石工   一式 

・舗装工   一式 

・構造物撤去工  一式 

・仮設工   一式 

（5）工 種　　土木工事 

（6）予 定 工 期　　契約日の翌日～令和８年 10 月 30 日 

（7）予 定 価 格　　￥14,540,000- 

　　（入札書比較価格（税抜き）） 

（8）最低制限価格  有 

（9）公共前払金　  有 

（10）中間前払金　 無 

（11）部 分 払　　無 

（12）入札保証金　 免除（ただし、落札者が契約をしない場合は、落札金額 

　　　　　　　　　　     の 100 分の５相当額の違約金を徴収する。） 

（13）契約保証金　 契約金額の 100 分の 10 以上 

（案）



２　入札に参加する者に必要な資格 

　　簡易公募型指名競争入札に参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たさ

なければならない。 

（1）建設業法第３条に規定する一般建設業又は特定建設業の許可を受けている

こと。 

（2）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当する者でないこと。 

（3）久御山町又は京都府の工事等契約に係る指名停止等の措置要領に基づく指

名停止を受けていないこと。 

（4）令和７・８年度久御山町建設工事競争入札等参加資格登録名簿に登録され

ていること。 

（5） 入札及び契約等に関する一切の権限を有している本店が久御山町の区域内

に所在し１年以上営業活動をしていること。 

（6） 経営事項審査における「土木一式」の経審点数（総合評定値Ｐ）が 1,000

点未満であること。 

（7）主任技術者は、本工事と同種工事の経験を有していること。 

（8）主任技術者は、当該業者において直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

 

 

３　入札の参加について 

（1）当該工事の入札に参加しようとする者は、簡易公募型指名競争入札参加申 

請書等提出書類確認表に基づき、簡易公募型指名競争入札参加申請書（以下 

「参加申請書」という。）に資格確認資料を添付のうえ電子入札システムによ

り申請し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。（持参

による提出も可。） 

（2）参加申請書及び関係書類の入手 

 日時　　令和８年６月 12 日（金）～令和８年６月 19 日（金） 

 場所　　京都府入札情報公開システム及び企画財政課 

 企画財政課で入手する場合は、午前９時から午後４時まで 

 （ただし、閉庁日及び正午から午後１時までは除く。） 

（3）参加申請書の受付 

 日時　　令和８年６月 12 日（金）～令和８年６月 19 日（金） 

 午前９時から午後６時まで 

 場所　　京都府入札情報公開システム及び企画財政課 

企画財政課へ持参する場合は、午前９時から午後４時まで 

 （ただし、閉庁日及び正午から午後１時までは除く。） 

（4）入札参加の通知（予定） 

　　 令和８年７月３日（金）に、電子入札システム（持参申請の場合は郵送）

により、入札参加者のみ通知する。 



（5）その他 

　　 参加申請及び資料作成に要する費用は提出者の負担とし、提出された書類 

   は返却しない。 

 

４　設計図書等の閲覧・配布方法及び質疑応答方法 

　　本工事に係る契約書案、設計図書、仕様書等（以下「設計図書等」という。）　

の閲覧・配布方法及び質疑応答方法は次のとおりとする。 

（1）設計図書等の閲覧 

 日時　　令和８年６月 12 日（金）～令和８年６月 19 日（金） 

 場所　　京都府入札情報公開システム及び企画財政課 

企画財政課で閲覧する場合は、午前９時から午後４時まで 

 （ただし、閉庁日及び正午から午後１時までは除く。） 

（2）設計図書等の入手方法 

閲覧設計図書等については、京都府入札情報公開システムの入札公告・入 

札情報からダウンロードすること。 

（3）設計図書等に対する質問 

　　 質問があるときは、次のとおり書面によりメール、FAX または窓口にて提出 

すること。 

　　   提出先　新市街地整備課 

 日時　　令和８年７月３日（金）～令和８年７月８日（水） 

 （ただし、持参する場合、閉庁日時及び正午から午後１時までは除く。） 

質問に対する回答については、久御山町ホームページ及び電子入札システ 

ムに掲示する。 

 期間　　令和８年７月 13 日（月）～令和８年７月 22 日（水） 

 

５　入札期間 

〔電子入札システムによる場合〕 

　　　 予定日　令和８年７月 21 日（火）午前９時から午後６時まで 

 予備日　令和８年７月 22 日（水）午前９時から午後２時まで 

　　　 場所　　電子入札システム　 

〔窓口へ持参する場合〕 

　　　 予定日　令和８年７月 21 日（火）午前９時から午後４時まで 

予備日　令和８年７月 22 日（水）午前９時から午後２時まで 

　　　 場所　　企画財政課 

 

６　開札日時 

予定日　令和８年７月 23 日（木） 午前９時 00 分 

　　　場所　　電子入札システム 



 

７　その他 

（1）提出された参加申請書等 

①  提出された参加申請書及び資料を、入札参加資格の確認以外に、提出者 

に無断で使用しない。 

②  提出期限以降における参加申請書及び資料の差し替えや再提出は認めな 

い。 

（2）苦情申立て 

本手続きにおける入札参加資格の確認その他の手続きに不服のある者は、 

町長に対して苦情申立てを行うことができる。 

（3）本公告に定めるもののほか、「久御山町競争入札心得」、「建設工事と技術者

の配置について」及び「久御山町建設工事等電子入札運用基準」を必ず熟読

すること。 

(4）久御山町暴力団排除条例を遵守すること。 

 

８　特記事項 

（1）建設業法等の改正により、入札執行時に入札書とともに工事費内訳書を提

出すること（持参の場合は入札書と別の封筒に入れ、企画財政課へ提出する

こと）とする。様式は任意だが、「入札執行時における工事費内訳書の提出に

ついて」を熟読し、内訳書への記載工種については本公告に添付の記入様式

例のとおりとすること。 

（2）電子入札システムによる入札を希望しない者は、発注者の承諾を得て例外

的に紙入札方式によることができる。 

（3）電子入札システムによる入札書及び工事費内訳書の提出は、入札書受付期

間のうち、最終日はトラブル発生時等の予備日とするため、原則最終日の前

日までに入札書を提出すること。 

 



簡易公募型指名競争入札参加申請書等提出書類確認表 

 

・工事番号　新市－工 08－02 

　　　・工 事 名　田井・市田線道路改良工事（その２） 

・受付期間　 

〔電子入札システムによる場合〕 

 日時　　令和８年６月 12 日（金）～令和８年６月 19 日（金） 

 午前９時から午後６時まで 

〔窓口へ持参する場合〕 

 日時　　令和８年６月 12 日（金）～令和８年６月 19 日（金） 

 午前９時から午後４時まで 

 （ただし、閉庁日及び正午から午後１時までは除く。） 

 場所　　企画財政課 

※　提出資料は、入札参加資格確認申請ごとにすべての書類（A4）を添付すること。

 
提　　出　　書　　類 部　　数 備　　　　　 考

  

申 

 

請 

 

関 

 

係 

簡易公募型指名競争入札参加申請書（指

定様式）

１　部

 
・建設業の許可通知書又は同証明書(写) 

・経営規模等評価結果通知書・総合評定

値通知書（写）

各 １ 部 最新のもの

  

添 

 

付 

 

資 

 

料 

 

関 

 

係 

配置予定技術者調書（指定様式） 各 １ 部

○ 配置予定技術者の資格・工事の経
験を証明する書類 

　 ・監理技術者資格者証〈表・裏〉
（写）、監理技術者講習修了書 
〈表・裏〉（写）及び資格証明書
（１級技術検定合格等）（写）等 
※ 資格を保有している場合は 

添付すること。 
   ・主任技術者（実務経験経歴者）： 

経歴書 
※ 同種工事での実務経験年数 

が必要（建設業法） 
○ 直接的かつ恒常的な雇用関係を 

証明する資料（いずれかを提出。） 
   ・監理技術者資格者証〈表・裏〉

（写） 
・市区町村から事業者（雇用者） 

あてに通知される住民税特別 
徴収税額通知書（写） 

　 ・健康保険・厚生年金被保険者標 
準報酬決定通知書（写） 

　 ・所属会社の雇用証明書（写） 
　 ・上記に準ずる書類 

　 ※ 健康保険被保険者証（写）は 

資料として使用できません。


